
姫路市放課後等デイサービス事業所開設促進業務委託 要求水準書 

 

１ 業務名  

姫路市放課後等デイサービス事業所開設促進業務委託 

 

２ 業務の目的及び概要 

本市では、令和５年 10 月から放課後等デイサービスの基準支給量を月 14日から月 19 日に変

更しており、更に令和８年 10 月より放課後等デイサービスの基準支給量を月 19 日から月 23 日

へ変更する予定である。 

しかしながら、現状において、市内事業所数の自然増を上回る放課後等デイサービスを利用

する障害児の増加や基準支給量の変更による需要増加等により、放課後等デイサービスの基準

支給量に沿った利用が困難な状況にある。 

本事業は、市内外を問わず、優良な放課後等デイサービス事業者の参入を促進し、開設後の

運営安定化の支援（伴走支援）を実施することによって、事業が安定的に継続し、質の高い放

課後等デイサービス事業所（以下、「事業所」という。）を確保することを目的とする。 

 

３ 履行期間  

令和８年９月１日（火）から令和９年３月３１日（水）まで 

 

４ 業務内容 

受託者は、本市の地域特性に加えて、放課後等デイサービス支給量変更、放課後等デイサー

ビス人材確保事業の補助等の本市独自の制度を十分に理解し、次に掲げる業務を遂行すること。

また、業務の履行に当たっては、特記するものを除き、再委託を禁止する。 

本市独自の制度の内容は、以下に掲載している。 

https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000020503.html（放課後等デイサービス人材確保

事業） 

https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000025594.html（定員の特例超過） 

（1）課題分析業務 

   本市において、放課後等デイサービスの需要に合わせた事業所が開設されない要因、人口や 

既設の放課後等デイサービス事業所分布、その他の地域資源等の本市の放課後等デイサービ 

スの実態を調査・分析し、事業所の開設支援に資する総合的な実態把握を行うこと。また、本 

市における地域ごとのサービス供給の偏在や不足の程度について、小学校区単位で分析するこ 

と。なお、課題分析に必要な市の保有する情報は、個人情報等開示困難なものを除き、提供す 

るものとする。 

（2）優良事業者の開拓とＰＲ活動業務 

開設意向者を開拓し、本市内での事業所開設を促進するためのＰＲ活動を行うこと。 

https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000020503.html
https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000025594.html


不特定多数の事業者への実施を想定したものではなく、財政的基盤が確立され、継続的に事 

業所を運営する意欲があり、質の高いサービス提供が可能である事業者（以下、「開設意向者」 

という。）を対象とする。 

 また、前号で分析した結果を踏まえ、サービス供給が特に不足している地域については、本 

号以降に定める業務において、開設意向者に対し、積極的に開設を促すこと。 

ＰＲ活動にあたり、ホームページや資料等の制作を行う場合については、事前に本市の承諾 

を得ることを条件に再委託を可とする。 

 なお、第３号に定める令和８年１０月末までのセミナー開催に向けた十分な集客期間を確保

するため、第１号に定める課題分析業務の完了を待たず、受託者の保有する知見や本市との事

前協議により、本ＰＲ活動及び次号のセミナー集客活動を並行して開始すること。 

（3）開設促進セミナーの開催業務 

   開設意向者に対し、本市の放課後等デイサービスの実態や事業所を開設するメリット等の理

解を深めるため、対面（会場）及びオンライン双方でセミナーを開催すること。セミナーは、

原則として１対多数（1回あたり 10～20 法人程度を想定）の講義形式とし、対面（会場）、オ

ンラインともに２回以上実施すること。なお、参加者の早期の開設検討を促すため、対面・オ

ンラインそれぞれ少なくとも１回は令和８年１０月末までに開催すること。 

   また、講義終了後には必ず個別の質疑応答及び個別相談会の時間を設け、具体的な開設に向

けた動機付けを行うこと。なお、会場の選定については、事前に本市の承認を得ること。セミ

ナーでは、姫路市放課後等デイサービス人材確保事業や姫路市障害福祉サービス等事業所サポ

ート事業や本業務で提供する運営サポート等、支援の手厚さを強く訴求すること。 

（4）新規開設相談窓口の設置及び運営業務 

   開設意向者及び既に市内で放課後等デイサービスを運営する事業者向けの相談窓口を設置

し、新規開設にあたっての相談等に応じること。相談の受付方法については提案によるものと

するが、必要な場合は、対面またはＷＥＢ会議による相談に応じること。 

（5）人材確保・立地選定支援業務 

   第３号に規定するセミナー参加者、又は第４号に規定する相談窓口利用者のうち、本市内で

の事業所開設に向けた具体的な意向を有する者、又は既に市内で事業所を運営しており人材確

保や事業拡大に伴う移転等を検討している事業者で、本支援の必要性があるとして本市が対象

と承認した法人を対象に、人材紹介事業者、求職者等の情報収集を行い、職員の採用活動の有

効手段の提案等の人材確保に向けた支援を行うこと。また、本市の実態を踏まえ、受託者の責

において事業の継続に資する立地の選定支援を行うとともに、物件の確保に向けた調整支援を

行うこと。 

（6）開設後の運営定着支援業務 

   令和７年度以降に姫路市内において開設された事業所のうち利用を希望し、かつ本市が承認

した事業所に対し、以下の内容を実施すること。第３号に定める業務に参加せず、開設された

事業所に対しては、本市から案内を行う。本号に定める業務については、成果報酬とし、次の



アからエまでの各項目の履行実績に応じ、支払を行うものとする（支援予定事業者数は２０と

する。）。 

   なお、成果報酬の支払いは、アからエまでの全ての支援を実施し、本市の検査に合格した時

点での一括払いを原則とする。ただし、契約期間の満了等、受託者の責に帰さない事由により

エまで完了しなかった場合に限り、本市と協議の上、実施済みの項目（成果物提出済のもの）

に係る内訳単価に基づく部分払いを認めるものとする。 

   

 ア 制度理解の促進 

   児童福祉法に基づく指定基準等の関係法令を踏まえ、必要な書類の整備や実施すべき事項

等の助言を行うこと。具体的には、管理者等従事者の役割、個別支援計画の策定、サービス

提供記録の書き方、事業運営の会計管理等について助言等を行うこと。なお、助言にあたっ

ては、一般的な資料の送付だけではなく、対面またはオンライン等を用いた双方向の個別面

談を実施し、対象事業所の理解度を確認すること。  

イ 請求業務支援及び初回請求時の実務支援 

  （ア）報酬体系や、加算の取得に向けた助言を行うこと。 

    （イ）開設後最初の報酬請求（国保連請求）において、過誤や返戻による入金遅れを防ぐた

め、請求期間（毎月 1 日から 10 日）に合わせた実務支援を行うこと。 

  （ウ）成果物 

     請求業務支援報告書（チェックリスト等） 

 ウ 運営定着支援 

  （ア）業務内容 

開設当初からの円滑な利用者確保に向けた事前周知（ホームページやパンフレットの

作成等）や地域の関係機関等への営業活動、開設前後の内覧会等のイベント企画その他

の安定的な事業所の運営のために必要な支援を行うこと。 

  （イ）成果物 

     実施した広報媒体の写し及び活動報告書 

 エ 模擬運営指導の実施 

  （ア）業務内容 

     開設前又は放課後等デイサービス事業所の指定後に、運営指導を想定した模擬運営指

導を実施すること。具体的には、専門家が事業所を訪問し、個別支援計画の作成手順、

サービス提供記録の記載方法、出勤簿等の帳票類のフォーマット等を網羅的に点検し、

不備や記載ミスがある場合はその場で是正指導や支援を行うこと。 

  （イ）成果物 

     模擬運営指導実施報告書（指摘事項一覧）及び是正完了報告書 

（7） 開設目標（KPI）と進捗管理 

   開設事業所数に目標値を設定し、提案すること。 



   本市は、放課後等デイサービスの支給量変更に伴う需要増に対応するため、令和１０年度

末までに市内の事業所数を１３３事業所（令和８年度４月時点８７事業所）まで拡充するこ

とを中長期の最終目標としている。 

   なお、本目標における開設とは、１年間における新規開設に向けた、監査指導課への事前

協議が完了した時点をいう。本業務の契約は年度途中（７ヶ月間）となるため、当該目標数

を契約期間に応じて按分し、かつ、令和８年６月１日時点で既に６事業所の開設状況を総合

的に勘案し、本業務における受託者の実質的な新規開設支援目標（ＫＰＩ）は１１事業所と

する。 

最終目標を達成するため、本業務の履行期間である令和８年度においては、１８事業所の

新規開設を本市の達成すべき目標値（KPI）とする。新規開設数については、純粋に新規開設

された事業所数を想定しており、本業務と無関係に開設された事業所を含み、廃止された事

業所を含めない。 

受託者は、この本市目標の達成を確実なものとするため、業務遂行にあたってはプロセス

KPI（セミナー参加法人数、個別相談移行件数等）を設定した事業実施計画を作成し、第７項

に定める定期的な進捗管理を行うこと。 

  

５ 実施体制 

  本業務の運営を統括する責任者を１名配置すること。本業務について業務担当者を１名以上

配置し、そのうち１名を業務主任担当者として配置すること。 

  また、関係法令の解釈について確認するため、受託者における法務関係部署または提携弁護

士等の法務専門家との連携体制を整えること。 

 

６ 利益相反の防止及び情報の帰属  

本事業の公平性及び透明性を担保するため、受託者は以下の事項を遵守すること。 

⑴ 目的外利用及び利益相反行為の禁止  

個人情報の取り扱いについては、契約書に規定する個人情報取扱特記事項を厳守すること。 

また、本業務を通じて得た事業者情報（法人名等）、相談内容、物件情報等の全ての情報を、

本市の承諾なく受託者の自社サービス（会員組織への勧誘、別契約のコンサルティング営業

等）に利用する利益相反行為を行わないこと。 

⑵ 誤認勧誘の禁止  

誘致活動において、本市の委託事業であることを明示し、受託者の独自事業と誤認させるよ

うな営業活動を行わないこと。 

⑶ 成果物の帰属及び業務終了後の取扱い 

     作成した事業者リスト、相談対応記録、特設サイトのデータ、運用した広告アカウント等の

所有権及び著作権は本市に帰属する。受託者は、業務終了時に前項の成果物データを本市に引

き渡すこと。 



 

７ 開設事業所数の目標未達時の対応 

受託者は、契約締結時に第４項に定める事業実施計画書を作成し、本市の年間目標（令和８

年度１８事業所の新規開設）を達成するための、受託者が任意に定める期間ごとのプロセスＫ

ＰＩを明記し、本市の承認を得ること。 

本市は、原則として本市が指定する時期の区切りごとに進捗確認を行い、当該計画のプロセ

スＫＰＩを下回る進捗の遅れが確認された場合は、受託者に対し、人員の増強や誘致手法の見

直し等の具体的な改善計画書を提出させ、是正措置を講じさせるものとする。 

 

８ 委託料の支払 

  委託料の支払いは２回払いとする。受託者は、９月から１１月まで及び１２月から３月まで

の業務完了後、履行状況の報告を行い、本市が履行の確認を完了した場合にそれぞれ支払う。 

 

９ 成果物の納品 

 成果物 媒体 提出時期 

１ 
第４項第１号に定める業務における

分析結果 

EXCEL 又は CSV 形式（集計デ

ータ等二次利用ができるも

の）、Word 又は PDF（その他の

もの） 

履行期間開始後３０

日以内 

２ 
第４項第６号に定める業務における

各成果物 
Word 又は PDF 

９月から１１月及び

１２月から３月のそ

れぞれ業務終了後速

やかに 

３ 各種集計データ EXCEL 又は CSV 形式 履行期間終了後 

４ 相談対応記録 Word 又は PDF 履行期間終了後 

５ 
事業者リスト（開設意向者及び本業

務を利用した事業者） 
EXCEL 又は CSV 形式 履行期間終了後 

６ 
その他本業務において作成された報

告書類等 

EXCEL 又は PDF 形式（二次利

用が可能なデータ類） 

Word 又は PDF 形式（その他の

もの） 

原則履行期間終了後 

７ 
特設サイト（ドメイン含む）及び広告

アカウント等 
次項に定める通り 次項に定める通り 

 

 

１０ その他注意事項 



（1）成果物及び特設サイト等の引継ぎ 

  ア  本業務により作成した成果品の著作権等の帰属については、要求水準書に定める成果物 

の帰属及び業務終了後の取扱いの定めに従うこと。 

  イ  本事業は次年度以降も継続実施できるように本業務で構築した特設サイト（ドメイン含む）

及び広告アカウント等は、次期受託者（本市が指定する者）へそのまま運用を引き継げるよ

う構築すること。 

  ウ  業務完了時においては、前号のサイト及びアカウント等に係る全ての管理者権限（ID・パ 

スワード等）を本市へ譲渡するとともに、本市の指示に基づき、次期受託者へのデータ移行 

及び業務引継ぎを誠実かつ無償で行うこと。 

（2）本業務遂行上知り得た情報は、本業務の目的以外に利用してはならず、第三者に漏らしては 

ならない。また、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 (3) 本業務の遂行にあたっては、関連する諸法規、条例等を熟知の上、遂行すること。 

（4) 契約の締結にあたり、本市は、受託者と協議の上、企画提案された内容の一部を変更して契 

  約することがある。 

(5) 本事業の実施において疑義が生じた場合は、本市の担当者と協議し、その指示に従う。 

 

 


